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アメリカ合衆国連邦最高裁判所における表現の自由をめぐ

る保守とリベラルの対立―戦後の司法審査事例を中心に― 

How U.S. Supreme Court Justices Voted in Free Speech 

Cases? ―Ideological Contest Over Freedom of Speech― 

 
井上	 司 

Tsukasa INOUE 
 

Summary 
A number of journalistic and academic accounts suggest that conservative jus-

tices on the U.S. Supreme Court and political conservatives have become inclined to 
embrace free speech with regard to the First Amendment cases in the recent past and 
cast doubts on the traditionally held view that liberal justices are more pro-free speech 
than conservative counterparts. However, there has been little empirical research to 
quantitatively assess the above-mentioned trend in the Supreme Court free speech 
cases. While legal scholars focus on legal interpretation and doctrine in their case cen-
tered research, political scientists’ study of judicial behavior tend to overlook legal and 
social context of the Court’s rulings. This paper examines how conservative and liberal 
justices have voted in free speech cases involving judicial review after the World War II 
and ascertain for each chief justice regime which of the two ideological camps is more 
supportive of free speech claims and how their stance varies across different types of 
cases.  

The study provides a brief overview of the Court’s rulings in major free speech 
cases and reveals voting patterns of the two camps of the justices by using speech cat-
egories defined based on the subject of speech and the capacity of speaker. It shows that 
while the conservatives as a whole not only support less free speech claims than the 
liberals but also vote more on the side of government regulation than free speech in the 
Vinson, Warren, Burger and Rehnquist Courts, their position is reversed in the current 
Roberts Court. In addition, the attitudinal shift in free speech decisions between the 
conservatives and liberals on the Roberts Court has been brought about by a bunch of 
cases concerning government regulation of campaign finance in which the conservative 
majority declared the statutes unconstitutional and the liberals cast dissenting votes. 
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I はじめに 
 
	 2017年 4月 10日、同年 1月に第 45代大統領に就任したドナルド・トランプ大統領によ
り指名されたニール・ゴーサッチ判事が、連邦上院での承認を経て、連邦最高裁裁判所判

事に任命された。この指名判事の就任をもって、トランプ大統領は 2016年選挙戦で公約に
掲げていた故スカリア判事に代わる保守派判事の任命を成し遂げたわけだが、その連邦上

院での承認過程は新政権直後のハネムーン期であったにもかかわらず、激しい党派間対立

のなかで進められた。大統領指名後の上院司法委員会における審査では、公聴会後の投票

で共和党議員 11対民主党議員 9という僅差での党派対立的な多数決で通過し、その後の上
院本会議における審議では、民主党議員が演説による議事妨害、いわゆるフィリバスター

を行なったのに対して、共和党側が「核オプション」という規則変更による異例の審議打

ち切り措置を行使することにより、最終的に 54対 45の多数決で承認が可決された 1) 。2016
年にレームダック期のオバマ大統領から指名を受けたメリック・ガーランド判事の承認手

続きが共和党議員による公聴会延期措置により阻止されて以降、トランプ新政権での判事

任命をめぐる政治的動向は、各種メディアで大きく報じられ世論の関心を集め、ゴーサッ

チ判事の指名承認をめぐっては、保守・リベラル派の両陣営から、市民へのアドボカシー

活動や議員に対するロビイング活動、世論に向けたテレビでの広告キャンペーンなど、草

の根組織・利益団体による積極的な政治的働きかけがみられた 2)。 
	 現代アメリカにおいて、連邦最高裁の司法過程における動向は、政治と密接な関係にあ

る。立法府・行政府に対して違憲審査権を有するアメリカの連邦最高裁は、しばしば国家

全体の方向性や政権の政策的立場にかかわる事柄について審理を行い、司法審査において

政府の法律・行為の合憲性を判断して、政権の政策的方針や政治社会の動向に多大な影響

を及ぼす。また多くの場合、連邦最高裁判事は終身制のもとで大統領や連邦議員よりも長

い任期を務めるので、指名した大統領の政権が交代して以降も、長期的に司法から影響力

を行使し続ける。こうしたことから、連邦最高裁人事に関する権限を有する大統領と連邦

上院議会は、司法長官、自党のリーダー、法曹組織や利益団体との意見調整のなかで、経

歴、資質、人格、党派性、イデオロギーに基づき、しばしば自らの政策的方針やイデオロ

ギーに近い判事を任命して、協調的な司法を構築することを目指す。本稿では、こうした

連邦最高裁と執政府および立法府との関係を中心に、司法部とのかかわりで展開される政

治を扱う司法政治の視点に着目し、連邦最高裁における表現の自由に関する司法審査事例

について分析する。 
	 連邦最高裁は、表現の自由に関する司法審査のもと、連邦・州・地方政府の諸機関によ

る法規制・行為から様々な個人・集団の言論・表現活動を保護してきた。19 世紀から 20
世紀初頭の連邦最高裁裁判において、表現の自由の適用は検閲をはじめとする言論の事前

抑制の禁止にのみ限られていたが 3)、この約一世紀の間、その法領域は拡大・進展し、あら
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ゆる市民の権利に対する憲法的保障を確立してきた。そうした表現の自由の法領域の歴史

的発展は、20 世紀以降のリベラリズムの進展と並行して、司法積極主義的なリベラル派に
よってもたらされてきたとしばしば考えられ、それに対する保守派は表現の自由の進展に

関して消極的あるいは否定的であるという見方がとられていた。しかし、ウィリアム・レ

ーンキストが首席判事を務める、いわゆるレーンキスト・コート以降、保守派判事の主導

による違憲判決や司法外の保守派による表現の自由の主張がみられるようになり、近年で

は、表現の自由と保守・リベラルのイデオロギーとの関係をめぐって様々な議論がなされ

てきている。本稿は、関連する先行研究を網羅的に整理したうえで、そこでは明確に示さ

れてこなかった表現の自由に対する保守・リベラル派の連邦最高裁判事の立場を、戦後に

おける司法審査事例の量的分析を通じて明らかにするものである。 
	 司法部の研究は、現代アメリカ政治過程の重要な研究分野でありながら、日本において

は、大沢秀介や松井茂記、大林啓吾をはじめとするアメリカ公法の研究者によって担われ、

政治学的視点を交えた研究は依然として不十分である。政治学における日本の先行研究は、

現代アメリカにおける保守とリベラルの対立に大きな関心を寄せてきたにもかかわらず、

その主要な構成領域の一つである連邦最高裁におけるイデオロギー対立に関しては、体系

的な分析がほとんど行なわれていない 4)。本稿の試みは、そうした司法政治研究の不足を補

い、現代アメリカの司法に関するイデオロギー分析について新たな示唆を与えるものであ

る。 
	 本稿の構成は、以下の通りである。まず次章で、連邦最高裁と他の政府機関および司法

外の政治社会との関係に着目しながら、表現の自由の法領域における司法審査について概

観する。第三章においては、連邦最高裁における表現の自由の法領域と保守・リベラルの

イデオロギーとの関係をめぐる議論を敷衍しつつ先行研究を考察し、そこでの論争点を明

らかにする。その後、先行研究における分析上の問題点と十分に明らかにされていない点

を指摘し、本稿第四章で行なう分析の趣旨を示す。第四章では、戦後の連邦最高裁判決に

おいて、保守派判事とリベラル派判事がどのような投票傾向を示してきたかを検証する。

具体的には、ヴィンソン・コートからロバーツ・コートまでの表現の自由に関する司法審

査事例を扱い、その判決における保守・リベラル派判事の法廷意見に対する同調率と表現

の自由に対する制約・擁護の立場を、表現に基づくカテゴリーと首席判事の任期別に整理

して分析する。最後に、分析結果を踏まえた結論を述べ、今後の研究課題を提示する。 
 
II 現代アメリカにおける表現の自由の法領域の諸相 
 
	 アメリカ合衆国憲法修正第一条は、「連邦議会は、［.....］言論または出版の自由、平和的
に集会し、苦情の救済を求めて政府に請願する人民の権利を縮減する法律を制定してはな

らない」と定めている 5)。国教樹立禁止条項、および宗教の自由実践条項を除いた以上の箇

所は、政府 6)に対して、自由に表現を行なう個人の権利、すなわち個人の表現の自由 7)を憲

法上保障している。この規定に基づき、連邦最高裁は、司法審査において、表現の自由に

対する侵害が疑われる政府の法律や行為の合憲性を判断するが、当規定およびこの制定者

である建国の父は、審査対象となる表現の自由の内容や程度の基準についてほとんど明ら
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かにしていない 8)。そのため、表現の自由に関する法理論は、憲法・修正条項制定時に既に

確立されていた理論・原則に基礎付けられているというより、むしろ 20世紀以降の司法審
査の運用のなかで構築された経験的な判例法理と、法哲学や憲法学における諸学説に基づ

いて発展してきたという側面が強い 9)。さらに、司法における表現の自由に限っていえば、

現代の連邦最高裁で適用が検討される法理の大部分が形成されたのは、司法審査の本格的

運用が始まった第一次世界大戦前後の時期 10)から時代が下り、多様な事件を修正第一条と

の関連で審理するようになったウォーレン・コート以降のことである 11)。 
	 20 世紀以降に発展してきた表現の自由の法領域は、司法外における政治社会の動向と密
接にかかわっており、両者を切り離して考えることはできない。司法における判例法理は、

法解釈や法理の適用判断を担う連邦最高裁判事によって構築されるものの、その判例法理

の形成材料となるのは実際の社会のなかで生じた争訟事件にほかならない。社会において

表出された個人・集団による表現と、政府行為・規制による不当な抑圧との間で引き起こ

された法的紛争に対して、連邦最高裁は司法審査を通じて合憲性の判断を下し、そうした

判決の積み重ねのなかで表現の自由の法領域における法理の発展は促される。したがって、

どのような個人・集団の活動について表現の自由を検討するかという表現の自由の法領域

の射程についての問題は、法廷で扱われる実際の事件に依存しているのであり、その意味

で司法における表現の自由に関する法的議論のあり方は、同時代における世の中の趨勢や

社会問題に少なからず影響されるのである 12)。実際に、表現の自由の法領域において、20
世紀前半には戦時体制下での市民統制、そして後述するように、戦後直後には共産主義者

に対する抑圧的行為、60年代には公民権運動に対する弾圧的行為、70年代にはカウンター・
カルチャーを代表するポルノや反戦運動に対する政府規制が事件のなかで争われ、それぞ

れ類似事件の審理が行われてゆくなかで関連する判例法理が確立されていった。 
	 司法において審理を担う判事の司法行動もまた、統治機構の一部門としての司法、ある

いは裁判の大前提となる一般原則としての法規以外の要素によって少なからず影響を受け

る。表現の自由に関する裁判過程においては、先例や法理、判事の司法哲学・憲法理論等、

司法において構築される法的論理に加え、社会文化的変容やコミュニケーション技術の発

展といった人々の表現を取り巻く環境の変容や、表現の自由それ自体の有する価値など、

その他の諸要素も決定に際する考慮の対象として含まれうる。こうした部分に、判事の自

己裁量が働く余地があり、法の領域に直接に関連するとは限らない主観的な見解が入り込

むと考えられる。判事の司法行動に着目する司法政治学の見地では、判事の決定には、司

法外の利益団体の利益や社会との関係で形成される判事個人の価値観・イデオロギーが影

響するとされており 13)、先行研究では表現の自由の判決における判事のイデオロギーと投

票行動との関係についても解明が進められている。そこでは、社会全体における保守・リ

ベラル派間のイデオロギー対立の動向に対する注目から、判決における判事の投票行動の

方向性が保守・リベラル派の社会的集団のイデオロギーや利益を支持する傾向にあるか、

あるいは表現の自由をどの程度保護しているか、といった統計的な問題関心に基づく量的

分析がなされている 14)。実際、保守あるいはリベラルな集団と関係の強い表現者について

の表現の自由が争われる連邦最高裁判決では、保守派とリベラル派の判事の間で投票が両

派に分裂することが少なくなく、近年では連邦最高裁におけるイデオロギー対立が問題視
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されている 15)。	  
	 保守とリベラルの対立の文脈において、判決における連邦最高裁判事の司法行動や一連

の連邦最高裁判決にみられるイデオロギー的動向は、その時代の執政部や連邦議会を中心

とする政治部門とのかかわりにおいて特に問題となる。フランクリン・ルーズベルト大統

領の主導の下でニューディール体制が発足した 1930年代以降にはリベラリズム、レーガン
大統領による共和党保守政権が成立した1980年代には保守主義が政治社会に普及したよう
に 16)、時期によって程度の差こそあれ、政権が掲げる国家的な理念と社会的要請や世論の

問題関心に基づく社会的な思想潮流との間には一定程度の関連がみられるが、この両者の

関係は、しばしば連邦最高裁の判決によって影響を受ける 17)。連邦最高裁は、いわば「国

家的政策の決定者」として、司法過程を通じて政治的決定の形成に対して働きかけてゆく

側面を有しており 18)、ときに政治部門において目指される政策的目標の達成を支える役割

を担う。1960年代のウォーレン・コートは、貧困者や少数者の権利を手厚く保護し、ケネ
ディ・ジョンソン政権期のリベラリズムを進展させ 19)、またレーガン政権期に発足したレ

ーンキスト・コートは、州に対する介入の強い連邦法を違憲無効と判断することで、小さ

な政府を掲げる保守イデオロギーに親和的な姿勢をとった 20)。これに対し、連邦最高裁は

新たに可決された連邦立法に違憲判断を下すことで、政権や議会が進める政治的方針に対

して抑制的な役割を果たす場合も少なくない。例えば、20 世紀初頭における保守的な連邦
最高裁は、改革的な州立法や 1930年代のニューディール諸立法を違憲無効にし、現在のロ
バーツ・コートもその保守的な判決によってオバマ大統領としばしば激しい対立を展開し

てきた 21)。このように連邦最高裁の判決は、政治部門とそこでの政治的動向との関連で、

保守とリベラルという枠組みにおいて重要なイデオロギー的な含意をもつ政治的な帰結を

しばしばもたらし、政治と司法の両領域で展開される連邦最高裁をめぐってのイデオロギ

ー対立に影響を及ぼす。20世紀以降に拡大・進展してきた表現の自由の法領域についても、
その判決動向と保守とリベラルを両極とするイデオロギーとの関係は、政治部門において

推進される国家的方針や社会における思想的潮流といった司法を取り巻く政治社会的な文

脈とのかかわりにおいて論じられてきた。 
 
III 表現の自由の立場をめぐる保守とリベラル 
 
	 アメリカにおける表現の自由と政治的イデオロギー、あるいは政治思想としての保守主

義・リベラリズムとの関係については、様々な議論がなされてきている。まず、アメリカ

における表現の自由はリベラリズムとの理念と強く結びついているという通説的な見方が

ある。表現の自由の原理は、現代におけるリベラリズムの根本的価値の一つであるという

だけでなく 22)、司法における表現の自由の法領域は、ニューディール体制成立以後のアメ

リカ社会におけるリベラリズムの理念の進展に伴って歴史的に形成されてきた 23)。実際、

表現の自由を侵害するような政府規制に対して、厳格な審査を行なう司法権の行使を根拠

づけた United States v. Carolene Products Co.判決 24)が下されたのは、ニューディール期

のヒューズ・コートにおいてである 25)。また、リベラル派の判事によって主導されたウォ

ーレン・コートは、修正第一条のもとで、多数派の社会的抑圧に挑戦する少数派の表現を
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積極的に保護することで社会における平等の推進に大きく貢献し、司法内外のリベラル派

に表現の自由の価値を認識させることとなった 26)。 
	 これに対して、リベラリズムは必ずしも常に、表現の自由の原理を支持する立場にある

わけではないという見解がある。例えば、ポルノの性的描写やヘイト・スピーチ、上限の

ない選挙資金支出、暴力的なテレビ放送、反中絶団体によるデモ等について、リベラル派

を構成する社会的集団は、政府による規制の立場を擁護してきた 27)。リベラル派は、不正

や不平等の是正を中心とする現代的リベラリズムの社会的目標に合致する市民権の拡大・

進展には積極的に取り組んできた一方で、掲げる理念に対立するような暴力的・差別的表

現や、支配的勢力に属する個人・集団による表現に対しては、表現の自由の保護に消極的

な姿勢をとることがある 28)。レーンキスト・コート以降の連邦最高裁において、表現の自

由に関する特定の判決では、リベラル派よりもむしろ、保守派の判事が表現者の保護につ

いて主導的な役割を果たしているという指摘がある 29)。 
	 バルキンは、表現の自由の原理は、変化する政治社会的な状況に応じて、異なる政治的

価値やイデオロギーとの結びつきを示すものであると主張する 30)。文化や政治社会全体に

対する理解にかかわる思考の様式や枠組み、物事の認識についての「意味をめぐる闘い」、

すなわち、政治社会におけるイデオロギー的な対立のなかで、表現の自由の法的理念と政

治的な価値やイデオロギーとは変動的な関係にあり、表現の自由の意味内容も、それを取

り囲む文脈によって影響を受ける 31)。こうした現象を、バルキンは「イデオロギー的漂流

(ideological drift)」と呼ぶ 32)。この解釈にしたがえば、表現の自由という考え方は、それ

自体として保守的あるいはリベラルな志向をもっていない。むしろ、政治社会で優位な立

場を確保することを目指す保守・リベラル派は、自分たちのイデオロギーの立場との関連

で、表現の自由について日和見主義的に立場を表明するのであり、自らの政治的利益やイ

デオロギーに有利に働く場合は表現の自由を支持し、そうでない場合は支持しない 33)。過

去において、リベラリズムと表現の自由とが相互に深く関連して展開されてきたという事

実は、必ずしもその両者が永続的に関係を保持することを保証せず、表現の自由の原理が

保守派のイデオロギーと結びつきを深めることも十分に考えられるのである。こうしたバ

ルキンの見解は、表現の自由の法領域をめぐる司法政治を捉えるための視角を新たに提供

し、レーンキスト・コートにおける連邦最高裁の保守化を背景に、表現の自由とイデオロ

ギーとの関係についての議論を呼び起こした。 
	 レーンキスト・コート以降の連邦最高裁で、表現の自由に対する制約・擁護の立場につ

いて保守・リベラル派の間で転換が生じつつあるという見解に関しては、様々な議論がな

されている。松井は、レーンキスト・コートにおける差別的表現や営利的表現についての

判決に注目して、社会的少数派と異なる主体による特定の表現を保護していることに、レ

ーンキスト・コートの保守性を見出した 34)。また、1990年代初頭から表現の自由の判決に
おける保守派判事の行動に着目してきたサリヴァンは、レーンキスト・コート以降の連邦

最高裁において、リベラル派判事だけでなく保守派判事によっても表現の自由の保護が進

められていることを認めたうえで、ロバーツ・コートにおける Citizens United v. Federal 
Election Commission判決 35)を中心的事例として、保守派判事はリバタリアニズム、リベ

ラル派判事は平等主義というそれぞれ異なる立場から表現の自由を理解し、判断してきて
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いることを指摘する 36)。 
	 さらに、保守主義および保守派と表現の自由との関係を、保守イデオロギー内で台頭・

発展してきたリバタリアニズムとのかかわりで論じる試みもある。ヘイマンは、表現の自

由に関するロバーツ・コートの判決と保守派判事による意見が、保守リバタリアン的な憲

法理論に基礎付けられることを示したうえで、こうした憲法学的アプローチは偏狭的で、

誹謗中傷の表現に対しても過剰に擁護的な判決を導いていると批判した 37)。またバッチス

は、修正第一条に関するバーガー・コート以降の判決と保守派判事による意見を、戦後保

守主義運動における政治的イデオロギーと関連づけて論じ、リベラル派との政治的対立の

なかで、司法政治にかかわる保守イデオロギーが道徳的な保守主義からリバタリアニズム

へと傾倒してゆくにつれて、表現の自由の原理と保守派との結びつきが強くなったことを

示した 38)。 
	 以上の通り、司法における表現の自由の法領域と保守・リベラルのイデオロギーとの関

係についての議論は、連邦最高裁における判決動向と司法外での政治的動向に対応して展

開されてきており、連邦最高裁の保守的傾向がみられる近年では、とりわけ、表現の自由

に関する保守派の立場が注目されるようになっている。これまで述べてきた先行研究にお

いては、司法行動論モデルによる計量的分析、表現の自由とイデオロギーとの関係につい

ての理論的考察、連邦最高裁判決に関する憲法学的な事例分析や、司法に影響を及ぼす政

治的イデオロギーの変容に着目した分析などがなされており、法哲学や憲法学、政治学を

中心とする多様なアプローチから、表現の自由とイデオロギーとの関係をめぐる重要な議

論が提起されてきている。しかしながら、先行研究では、次に述べるいくつかの理由で、

連邦最高裁での表現の自由の判決における保守・リベラル派判事の立場は十分に明らかに

されていない。特に、近年注目されている表現の自由に関する保守・リベラル派判事との

間での立場の転換を経験的に検証した実証研究はわずかながら存在するものの、それらは

分析の手法あるいは結果において知見に乏しい 39)。 
	 先行研究のうち、司法行動論モデルによる計量的分析では、過去の連邦最高裁判決デー

タをもとに保守・リベラル派判事の投票傾向が解明されてきたが、統計的手法上の制約に

より、異なる首席判事による連邦最高裁ごとの分析はほとんどなされていない。また、判

事による判断を政治的な決定として単純化することにより、個々の裁判内容や判例法理と

いった判決の中心的要素の大部分が考察の対象から除外されているので、連邦最高裁を取

り巻く政治社会的文脈や判決の時代的傾向は検討されることが少ない。第二に、判決の裁

判過程や判事の法解釈、判例法理の変遷等を分析する憲法学的な事例研究では、保守・リ

ベラル派という判事のイデオロギーについての問題関心それ自体が薄く、判決や判事の投

票がもつ政治社会的な含意についてもほとんど考察されない。第三に、一時代の連邦最高

裁の動向に関する共時的な分析や、表現の自由をめぐる保守・リベラル派のイデオロギー

的動向に着目する最近の分析では、保守とリベラルのイデオロギーの定義を明確に示さな

いまま、その時代において支配的な保守・リベラル観に基づいて議論を展開しがちである。

そこでは、司法政治における画一的な保守・リベラル評価軸を批判し、あえてそれらの定

義づけを政治社会における保守・リベラル派の立場や言説に委ねておくことに分析上の意

義を見出す立場もとられている 40)。たしかにこうしたアプローチに基づく分析は、連邦最
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高裁におけるイデオロギー的動向を、司法と政治の両領域にひろがるダイナミズムのなか

で体系的に把握するうえでは確かに有効だが、保守・リベラル派判事の投票傾向の分析に

対する貢献は少ない。これらの先行研究における限界を踏まえ、本稿次章では、戦後のヴ

ィンソン・コートから現在のロバーツ・コートまでの表現の自由の司法審査事例を首席判

事の任期という時代区分と独自の表現のカテゴリー分類に基づいて整理し、戦後の保守・

リベラル派判事が表現の自由に対してどのような立場を示してきたか、そして両者間の立

場転換がみられているのかを量的な考察を通じて検証する。 
 
IV 表現の自由の司法審査事例における保守・リベラル派判事の立場 
 
	 連邦最高裁判決における表現の自由と判事のイデオロギーとの関係を検証するため、戦

後における表現の自由に関する司法審査の事例について、判決の全体動向と保守・リベラ

ル派判事の投票傾向を首席判事の時期別に分析した。本章では、各時期の連邦最高裁判決

を取り扱いながら、その分析結果を提示する。 
	 過去の連邦最高裁判決については、スペースとエプスタインによる 2017年度版のアメリ
カ連邦最高裁判所データベースを用い、連邦最高裁判事のイデオロギーについては、マー

ティン・クインスコア(Martin-Quinn scores)に基づき保守・リベラルの分類を行なった 41)。

また分析では、表現の自由に関する多様な事件を表現の種類別に分類するため、表１に示

す独自の表現カテゴリーを設けた。表現カテゴリーのうち、「誹謗中傷・デモ」、「性的表現」、

「名誉毀損」、「営利的表現」、「選挙関連」、「政府忠誠・宣誓」、「映画・出版・報道」につ

いては表現の性質、「公務員・公職者」、「組織団体・企業」、「囚人・犯罪者」については表

現を行う主体に基づくカテゴリーとして定義し、以上のいずれにも当てはまらない特殊な

表現については「その他」に分類した 42)。判決で争われた表現が二つ以上のカテゴリーに

該当すると判断された場合には、「誹謗中傷・デモ」から「性的表現」と続き「その他」に

終わる上記の順序において、最も先方にあたるカテゴリーに分類した。例えば、猥褻な描

写を含む映画や名誉毀損にかかわる報道記事に関する判決の場合、それらを包含する「映

画・出版・報道」ではなく、それぞれ「性的表現」、「名誉毀損」として扱った。 
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4.1 ヴィンソン・コート,1946-1952 

	 戦後直後に発足したヴィンソン・コートでは、表現の自由にかかわる 27件の争訟事件の
うち、5件について違憲判決が下され、次の表２に示す通り、全体として表現の保護には消
極的(-55.6%)である。 表現カテゴリーでは、「誹謗中傷・デモ」、「営利的表現」、「政府忠誠・
宣誓」、「映画・出版・報道」、「公務員・公職者」に関する表現が取り扱われ、「映画・出版・

報道」を除くすべてのカテゴリーにおいて、表現規制に対する合憲判決が違憲判決を大き

く上回っている。比較的件数の多い「誹謗中傷・デモ」のカテゴリーでは、公共の安寧秩

序を乱しうる扇動的な街頭デモやピケ行為等に対する政府の取り締まり行為が中心的に扱

われ、本コートはトルーマン政権や地方の政治家を批判する学生による扇動的な表現を争

った Feiner v. New York 判決 43)やアフリカ系市民を侮辱する街頭での言論を争った

Beauharnais v. Illinois判決 44)で、政府側の規制を合憲と判断した。また、「政府忠誠・宣

誓」では、世界大戦から対ソ冷戦を背景として展開された反政府的な言論や政府転覆活動

に対しての政府による統制行為が審査の主な対象とされ、Dennis v. United States判決 45)

では、「明白かつ現在の危険」の原則のもと、アメリカ共産党の指導者による主張に適用さ

れた連邦政府の政府転覆取締法、いわゆるスミス法に対して合憲の判断が言い渡された。

しかし他方、本コートは「映画・出版・報道」での 5 件のうち 4 件で表現の自由に基づく
違憲判断を下しており、Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson判決 46)では、先例を変更して映画

の事前検閲を違憲無効と判示することで当領域での表現の自由の法理を進展させた。 
 

 
	 表２右には、ヴィンソン・コートの判決において、保守・リベラル派の判事が、出席し

た裁判において、どれだけ法廷意見、つまり多数派側の立場を表明したか、そして表現に
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対して規制あるいは保護の立場を表明したか、について調べた結果を示している。全体と

して、ヴィンソン・コートでは、法廷同調率に関して、保守派(82.5%)がリベラル派(57.6%)
を大きく上回っており、表現の自由に関する立場では、保守派判事が表現制約的(-58.8%)、
リベラル派判事が表現擁護的(+45.5%)な投票傾向を示している。カテゴリー別に見ても、
表現制約的な保守が判決を主導するという同様の投票傾向がみられるが、違憲判決が多数

を占める「映画・出版・報道」では、表現擁護的なリベラル派の投票が判決を主導した。 
 
4.2 ウォーレン・コート,1953-1968 

	 表３にみるように、アメリカ社会におけるリベラリズムの最盛期に審理を担ったウォー

レン・コートは、全 97件の争訟事件のうち 70件で表現の自由を保護し(+44.3%)、「性的表
現」や「組織団体・企業」、「名誉毀損」など、かつて表現の自由の法領域で扱われなかっ

た多様な表現に対して憲法的権利を認めた。「映画・出版・報道」、「囚人・犯罪者」を除く

すべてのカテゴリーで表現の自由保護が進められ、1960年代における公民権運動に関連す
る表現が争われた「誹謗中傷・デモ」、対ソ冷戦下での反共主義的な風潮のなか展開された

政府の統制的行為を多く扱った「政府忠誠・宣誓」でも表現擁護的な傾向を示している。

また、判例法理に関しても、本コートは「現実的な害悪」の意図がなかったとしてニュー

ヨークタイムズの広告の記事に対する名誉毀損の訴えを退けた「名誉毀損」に関する New 
York Times v. Sullivan判決 47)や、煽動的表現の規制基準に関して、「差し迫った違法行為」

を引き起こしうる表現を規定した「誹謗中傷・デモ」での Brandenburg v. Ohio判決 48)な

ど、その後の類似裁判において重要な先例となったランドマーク的判決を残した。 
 

 
	 社会的公正・平等を掲げる現代的リベラリズムの理念に親和的なウォーレン・コートは、

当時の社会で問題化した政治性の高い事柄に関する事件においても、表現に関する市民の
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権利を手厚く保護した。「組織団体・企業」における NAACP v. Alabama判決 49)では、公

民権運動を支援する全米黒人地位向上協会(NAACP)に対して、アラバマ州出身の会員およ
び代表者に関する情報の提出を要求するアラバマ州政府の行為が争われ、出席判事の全会

一致にて、NAACPの修正第一条の権利が保護された。Dombrowski v. Pfister判決 50)では、

公民権運動の支援団体に適用された共産主義者取締法の合憲性が問題となり、本コートは、

当立法が不当に表現行為を萎縮させる効果をもっているとして、立法違憲無効の判断を言

い渡した。こうした一連の判決は、政治社会における公民権運動の推進を肯定するもので

あり、支配的な社会体制に挑戦する社会的少数派の立場に対するウォーレン・コートの擁

護的な姿勢をあらわしている。 
	 表３右にみるように、判事の投票では、法廷意見への同調率で、リベラル派(78.5%)が保
守派(77.4%)をやや上回り、表現の自由に関する制約・擁護の立場については、表現制約的
な保守派(-3.9%)と表現擁護的なリベラル派(+72.6%)という構図がみられる。しかし、本コ
ートにおいて、保守派はおよそ半数に近い投票において表現の自由保護側に同調しており、

同調率の比較的低い保守派判事においても表現制約的な傾向が極めて強いわけではなかっ

た。カテゴリー別に投票傾向をみてみても、件数の少ない「映画・出版・報道」と「その

他」、そして「政府忠誠・宣誓」を除いた表現カテゴリーにおいて、保守派は表現擁護的な

投票傾向を示している。しかし他方で、「政府忠誠・宣誓」では、保守派の投票に表現制約

的(-38.9%)な傾向がみられ、リベラル派(+76.4%)との立場の違いが明瞭にあらわれている。 
 
4.3 バーガー・コート, 1969-1985 

	 次の表４にみるように、ニクソン政権期に任命された保守派判事を抱えるバーガー・コ

ートは、表現の自由の法領域にて扱った 165件の司法審査のなかで、90件について表現の
自由を保護し(+9.1%)、過去のコートで扱われてきた「誹謗中傷・デモ」、「政府忠誠・宣誓」、
「映画・出版・報道」、そして 70 年代以降に審査件数が増加した「営利的表現」、「選挙関
連」についても表現擁護的な傾向がみられた。「誹謗中傷・デモ」では、1960 年代から 70
年代にかけて高まったベトナム反戦運動に関連するデモや反国家的な象徴的行為に憲法的

保障が認められ、例えば、徴兵反対のメッセージの書かれたジャケットの着用に対する政

府取り締まりを違憲無効と判断した Cohen v. California判決 51)、反戦のピースシンボルと

ともに星条旗を掲げる表現行為に表現の自由を保障した Spence v. Washington判決 52)があ

る。また本コートは、当時判例の蓄積が少なかった「営利的表現」に関し、立法合憲性を

判断する 4つの基準を確立した Central Hudson Gas and Electric Corp. v. Public Service 
Commission 判決 53)や、選挙資金の制限に関し、候補者に対する資金寄付と候補者自身に

よる資金支出とを区別した「選挙関連」での Buckley v. Valeo判決 54)など、いくつかの判

決において表現の自由を保護しつつ、重要な判例法理を構築した。他方、本コートでは、「性

的表現」、「組織団体・企業」、そして一般市民とは異なる公務員の政治的表現が争われた「公

務員・公職者」で、表現規制に対する合憲判決がその過半数を占めている。なかでも件数

の多い「性的表現」について、本コートは、Miller v. California判決 55)にて、憲法的保護

の対象外である猥褻なポルノに対するコミュニティ基準での規制を認め、また New York v. 
Ferber判決 56)では、児童に関するポルノに対して厳格な立場から規制立法を擁護した。 
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	 判事の投票については、法廷意見同調率で、保守派(81%)がリベラル派(65.5%)を大きく
上回っており、全体として保守派の表現制約的傾向(-10.5%)、リベラル派の表現擁護的傾向
(+58.5%)が示されている。こうした傾向はカテゴリー別でも同様にみられ、表４右に示す
通り、本コートでの「性的表現」や「公務員・公職者」をはじめとする表現制約的な判決

の傾向は、保守派の主導でもたらされており、逆に「誹謗中傷・デモ」では表現擁護的な

リベラル派が主導した。しかしながら、「選挙関連」においては、双方の相対的な立ち位置

が逆転しており、保守派の投票がリベラル派よりも表現擁護的な傾向を示している。 
 
4.4 レーンキスト・コート,1986-2004 

	 レーガン保守政権期に発足したレーンキスト・コートは、表５に示す通り、104 件中 53
件の事件について表現の自由保護の判断を示し(+1.9%)、カテゴリー別で表現に対する制
約・擁護傾向の方向性が異なっている。表現擁護的な傾向がみられた「誹謗中傷・デモ」、

「名誉毀損」、「営利的表現」、「公務員・公職者」のうち、とりわけ積極的に表現の保護が

進められた「誹謗中傷・デモ」では、Texas v. Johnson判決 57)と United States v. Eichman
判決 58)で星条旗を燃やす反政府の政治的表現、R. A. V. v. City of St. Paul判決 59)とVirginia 
v. Black 判決 60)において、白人差別主義と関連の深い十字架焼却によるヘイト・スピーチ

を保護し、他者ひいては社会全体に好ましくない影響を与えうる表現への規制にも厳しい

立場を明確にした。「名誉毀損」では、精神的苦痛を及ぼすパロディ記事に対する名誉毀損

の訴えを退けた Hustler Magazine v. Falwell判決 61)、性犯罪の被害者に関して書いた新聞

記事の出版の自由を保障した Florida Star v. B. J. F.判決 62)があり、「営利的表現」では、

カジノにおけるギャンブルの広告表現を保護した Greater New Orleans Broadcasting 
Association, Inc. v. United States判決 63)や、禁酒促進を目的とした酒類広告規制を違憲と
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した 44 Liquormart v. Rhode Island判決 64)など、特殊な表現主体に対しても表現の自由を

認めた。しかし一方、表現制約的な傾向がみられたその他のカテゴリーのうち、児童ポル

ノに関する判決件数が増えた「性的表現」、選挙資金問題や政治的表現を扱った「選挙関連」

にならび、件数が増加した「囚人・犯罪者」において、表現の自由の保障に特に厳しい態

度をとっている点は、レーンキスト・コートに特徴的である。 
 

	  
	 レーンキスト・コートでの判決における判事の投票傾向については、法廷意見に対する

同調率で、やや保守派(78.4%)がリベラル派(72.1%)より高いが大差はなく、表現に対して保
守派が制約的(-20.3%)、リベラル派が擁護的(+28.7%)な立場を示している。カテゴリー別に
投票傾向をみると、「選挙関連」を例外として、本コートにおけるカテゴリーごとでの表現

制約・擁護の判決傾向の違いが、表現制約的な保守派とそれとは逆のリベラル派との間で

の法廷意見同調率の優劣と関係していることがわかる。判決全体と同様、すべてのカテゴ

リーにおいて、保守派の表現保護に対する積極性はリベラル派よりも下回っており、保守

派は「誹謗中傷・デモ」、「名誉毀損」、「営利的表現」以外では表現制約的な投票傾向があ

る。 
 
4.5 ロバーツ・コート,2005-2016 

	 表６にみるように、現在のロバーツ・コートは、2016年開廷期までに行なわれた表現の
自由に関する司法審査 33件のうち、18件の判決で表現の自由の保障を言い渡してきており
(+9.1%)、カテゴリー別では、「営利的表現」、「政府忠誠・宣誓」など、該当する判決件数が
少ないカテゴリーがある一方、「選挙関連」、「公務員・公職者」での裁判の数が比較的多い。

個人・集団による選挙資金支出・寄付に関する紛争が中心的に扱われた「選挙関連」では 9
件中 7 件で違憲判断が下され、そのうちランドマーク的判決として知られる Citizens 
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United v. FEC判決 において、本コートは、Buckley v. Valeo判決以後の二つの判例 65)を

覆して、選挙前における法人による特定の選挙キャンペーン活動に対する連邦法を違憲無

効と判断した。「誹謗中傷・デモ」には、葬儀場近隣で死者を中傷する侮蔑的なピケッティ

ング表現を保障した Snyder v. Phelps判決 66)と、特定の人種を中傷するような音楽グルー

プ名に適用された連邦商標法の規定を憲法違反としたMatal v. Tam判決 67)の全２件で表現

保護が進められ、さらに「性的表現」における United States v. Stevens判決 68)では、性

的嗜好商品として出回る動物虐待のビデオに対する連邦法の規制を違憲無効にした。しか

し他方で、ロバーツ・コートは、一般市民と異なる特殊な主体による表現や、特殊な領域

における表現に関して、規制を実施した政府側を擁護してきている。「公務員・公職者」に

おいては、公務上遂行した任務や公務員として行なった行為に対する、同僚や上司による

報復的な行為が主に争われ、そのうち最初の裁判である Garcetti v Ceballos判決 69)では、

公務に基づく表現は、たとえ公的関心に触れるものであっても制約することが可能である

ことが示された。また、テロリスト組織に対する情報提供を禁じる連邦法を合憲とした「政

府忠誠・宣誓」の Holder v. Humanitarian Law Project判決 70)、自動車ナンバープレート

を政府による表現として扱い、そのデザインに関する規定を認めたWalker v. Texas Divi-
sion, Sons of Confederate Veterans, Inc.判決 71)、学校関連のイベントで大麻使用を支持す

る学生の表現に対する学校側の規制を合憲とした「その他」のMorse v. Frederick判決 72)

など、内容や場所、主体に関して政府とかかわりのある表現を争った判決では、表現規制

が認められた。 
 

 
	 ロバーツ・コートでの判決における判事の投票行動に着目すると、法廷意見に対して保

守派(88.6%)がリベラル派(61.1%)よりも多く同調しており、表現の自由に対する立場につい
ては、保守派が表現擁護的(+7.6%)、リベラル派が表現制約的(-8.4%)な傾向を示している。
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カテゴリー別では、「誹謗中傷・デモ」、「性的表現」、「組織団体・企業」を例外として、保

守派による投票が判決を主導してきているが、その投票の制約・擁護傾向の方向性は、カ

テゴリーによって明確な違いがみられる。保守派は「性的表現」と「公務員・公職者」の

カテゴリーで表現制約的な姿勢をあらわしている一方、「誹謗中傷・デモ」、「営利的表現」、

「映画・出版・報道」、そして最も件数の多い「選挙関連」で積極的に表現を保護してきて

おり、これが判決全体における保守派の表現擁護的傾向を生んでいる。また、保守派にお

いて表現擁護的な傾向がみられたカテゴリーのうち、「誹謗中傷・デモ」と「映画・出版・

報道」では、リベラル派も表現の自由の保護に積極的であるのに対して、「営利的表現」、

そして「選挙関連」におけるリベラル派の投票では、表現制約的な方向での反対意見が多

数を占めており、保守・リベラル派間での判断の相違が顕著にあらわれている。 
 
4.6 小括 

	 以上において、ヴィンソン・コートからロバーツ・コートまでの表現の自由に関する司

法審査事例で、保守・リベラル派判事がどのような投票傾向を示しているかを表現のカテ

ゴリー別に検証してきた。国家・地域社会の安寧秩序にかかわる事件が多数を占めたヴィ

ンソン・コートでは、表現制約的な保守派による投票が多数を占めた結果、表現規制に擁

護的な判決が多く下され、これに対するリベラル派判事は表現の保護に積極的で、「映画・

出版・報道」では政府規制に対する合憲判決を主導した。様々な表現を取り扱うようにな

ったウォーレン・コートにおいては、表現の自由の保護に積極的なコート全体の姿勢がみ

られ、保守・リベラル派間の相違は大きいものの、保守派の投票に際立った表現制約的な

傾向はみられない。しかし、「政府忠誠・宣誓」では、保守派が明確に表現制約的な傾向に

あった。多くの事件が審理されたバーガー・コートにおいては、全体として、表現の自由

を保護する判決件数が多いものの、「性的表現」や「公務員・公職者」など一部のカテゴリ

ーにおいては、保守派による投票の影響で表現制約的な判決が多数を占めた。その一方、「選

挙関連」では保守派の投票に比較的強い表現擁護的傾向がみられ、リベラル派よりも表現

の自由保護に積極的な態度がとられた。その後、レーンキスト・コートの判決では、すべ

てのカテゴリーにおいて、投票での表現擁護的な傾向に関してリベラル派が保守派を上回

っており、保守派は「誹謗中傷・デモ」、「名誉毀損」、「営利的表現」を除き、表現への政

府規制を認める投票をより多く行なった。判事の投票は、保守派とリベラル派においてお

およそ同程度、判決結果に反映されており、保守派判事の表現規制への擁護傾向、リベラ

ル派判事の表現保護への積極的姿勢が判決全体で対照的にあらわれている。最後に、いま

だ裁判件数が少ないロバーツ・コートでは、保守派判事が判決の主導権を握っており、表

現に対する規制・保護の判断について、保守派が表現擁護的な傾向、リベラル派が表現制

約的傾向を示している。ここに、レーンキスト・コート以前には、全体としてみられなか

った表現の自由をめぐる保守・リベラル派間の立場の転換がみられる。しかしながら、こ

うした傾向は、審査件数の多い「選挙関連」における保守・リベラル派の異なる投票傾向

を反映したものであって、「公務員・公職者」をはじめとするその他の多くのカテゴリーで

は、依然として表現制約的な保守派と表現擁護的なリベラル派という構図がみられた。 
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V おわりに 
 
	 レーンキスト・コート以降、特定の事例を中心に議論されてきた表現の制約・擁護の立

場における保守・リベラル派間の転換が、ロバーツ・コートにおいて示されている。従来、

表現の自由に関する司法審査において、市民の権利を積極的に保護してきたのは常にリベ

ラル派の判事であり、一方の保守派は政府規制に対する合憲判断をより多く下してきた。

それに代わって、ロバーツ・コートでは、全体として、保守派判事の方が積極的に違憲判

断を下して表現の自由の保障を進めてきており、それに対するリベラル派判事は表現保護

に消極的な姿勢をとっている。ロバーツ・コートの司法審査において、表現の自由に関す

る市民の権利保障は、保守派判事の主導で展開されているのである。 
	 では、現在の連邦最高裁において、表現の自由の価値や原理は、リベラル派ではなく保

守派によって推進されているのだろうか。表現の自由に関する「イデオロギー的漂流」の

進む方向は、リベラル派ではなく保守派の方へ大きく傾いてきているのだろうか。必ずし

もそうは言えない。ロバーツ・コートにおける保守派は、Citizen United v. FEC判決に象
徴されるように、選挙資金に対する連邦政府規制についての争訟事件を中心とする限られ

た領域で表現の自由を積極的に保護してきているものの、他のカテゴリーではむしろ消極

的な姿勢をとっており、保守・リベラル派間の構図も従来の通りである。そのため、本稿

で分析した判決における投票結果に限っていえば、ロバーツ・コートの保守派判事がリベ

ラル派と対照的に、リバタリアン的な立場から原理的に表現の自由を支持してきていると

いうことはできない。この問題に関しては、判事のイデオロギー的立場や特定の表現に関

する法廷意見での法解釈を分析することで、さらなる深い知見を得ることができるだろう。

しかし、そうした分析は本稿での試みを超えたものであるので、今後の課題としたい。 
（神戸大学国際文化学研究科博士前期課程） 
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